
公表：平成31年3月25日 事業所名 子ども育ちの家「て・い・く」

チェック表 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点など

①
利用定員が指導訓練室等ス
ペースとの関係で適切である
か。

〇

プレールーム（2間）だけで
なく、廊下を隔てた学習ルー
ムも必要に応じ個別療育のた
めに活用している。

敷地内の空き地に砂場や遊具用
のタイヤ等を設置し、多様な活
動が出来るよう工夫している。

②
職員の配置数は適切である
か。

〇
最低必要数で療育をしていた
ので11月末に臨時職員（保育
士）を雇用した。

4月からさらに2人採用する予定
である。充実した支援体制で臨
む。

③

生活空間は、本人にわかりや
すく構造化された環境になっ
ているか。また、障がいの特
性に応じ、事業所の設備等
は、バリアフリー化や情報伝
達等への配慮が適切になされ
ているか。

〇

教材教具は、分類し視覚的に
も構造化した配置にしてい
る。また、プレイルーム及び
学習支援室は安全マットや
じゅうたん等を敷いて安全面
に配慮している。

事業所は個人の住宅であり、完
全なバリアフリーは構造上課題
がある。しかし可能な限り努め
る。

④

生活空間は、清潔で、心地よ
く過ごせる環境になっている
か。また、子ども達の活動に
合わせた空間となっている
か。

〇

活動終了後は毎日、掃除を徹
底している。トイレ等も同様
である。活動空間が確保でき
るように中央部を広く取り、
教材等は棚や押し入れ等に配
置している。

屋外の空き地も砂場やタイヤ等
の遊具を設置し、安全に、伸び
伸びと活動できる環境ができつ
つある。

⑤

業務改善を進めるための
PDCA サイクル（目標設定と
振り返り）に、広く職員が参
画しているか。

〇

毎日の職員ミーティングで当
日の活動内容や利用者一人一
人の目標及び課題を明確にし
てして支援に当たっている。

多機能事業所（午後から放課後
等デイサービス）であるため、
十分な時間を確保するための工
夫が必要である。

⑥

保護者等向け評価表により、
保護者等に対して事業所の評
価を実施するとともに、保護
者等の意向等を把握し、業務
改善につなげているか。

〇

開所2年目で、利用者数も少
なかったのでアンケート調査
は実施していない。今回の自
己評価の取組を通じて以後継
続していく。

ガイドラインの趣旨を踏まえつ
つ、保護者に分かりやすいよう
な様式に変更していく。

⑦

事業所向け自己評価表及び保
護者向け評価表の結果を踏ま
え、事業所として自己評価を
行うとともに、その結果によ
る支援の質の評価及び改善の
内容を、事業所の会報やホー
ムページ等で公開している
か。

〇
「て・い・く」便りを定期的
に配付し、またホームページ
も更新してきた。

平成30年度末に実施し、3月に
ホームページに公開する。

⑧
第三者による外部評価を行
い、評価結果を業務改善につ
なげているか。

〇

第三者委員会の委員は選出し
ているが利用者が少なかった
ので開催していない。平成31
年度からは定期的に開催予定
である。

4月からほぼ定員を満たす予定
である。7月までに第1回目を開
催する。

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

事業所における自己評価結果 児童発達支援評価表（公表） 別紙３3



⑨
職員の資質の向上を行うため
に、研修の機会を確保してい
るか。

〇

市障がい保健福祉課及び障が
い支援センター等の研修には
勤務を調整して参加するよう
にしている。他にも週休日に
は自主的に参加している。

職員のスキルアップと他事業所
との連携のために次年度も積極
的に参加する。

⑩

アセスメントを適切に行い、
子どもと保護者のニーズや課
題を客観的に分析した上で、
児童発達支援計画を作成して
いるか。

〇

個別支援計画は、保護者の同
意を得て、保育園（担任）に
も見ていただいている。保護
者、保育園（幼）との三者連
携が欠かせないと考えてい
る。

個別支援計画は、保護者の同意
を得て、保育園（担任）にも見
ていただいている。保護者、保
育園（幼）との三者連携が欠か
せないと考える。

⑪

子どもの適応行動の状況を図
るために、標準化されたアセ
スメントツールを使用してい
るか。

〇

日々の療育の中で子どもの特
性を把握し、支援計画を立て
ている。アセスメントツール
は今後参考にしたいと考えて
いる。

4月からはアセスメントシート
を活用してモニタリングや連携
会議に臨む。

⑫

児童発達支援計画には、児童
発達支援ガイドラインの「児
童発達支援の提供すべき支
援」の「発達支援（本人支援
及び移行支援）」、「家族支
援」、「地域支援」で示す支
援内容から子どもの支援に必
要な項目が適切に選択され、
その上で、具体的な支援内容
が設定されているか。

〇

支援計画は、本人の様子、保
護者のニーズを踏まえて作成
している。ガイドラインにあ
る家族支援、福祉との連携も
十分視野に入れて作成してい
る。

現在、外部の専門家に個別面談
等を依頼しているが、引き続き
その結果等を支援計画に活か
す。

⑬
児童発達支援計画に沿った支
援が行われているか。

〇

毎朝のミーティングで、前日
の支援内容や活動時の様子を
その都度検証し、支援計画か
ら外れないようにしている。

週計画を踏まえ、個別支援計画
と整合性を持たせて今後とも支
援内容を充実させていく。

⑭
活動プログラムの立案をチー
ムで行っているか。

〇

週及び月単位で活動計画を立
てている。作成時は職員ミー
ティングで内容を検討してい
る。

週及び月単位で活動計画を立て
ている。作成時は職員ミーティ
ングで内容を検討している。

⑮

活動プログラムが固定化しな
いよう工夫している
か。

〇
週及び月単位で計画を立てて
いる。季節の行事と併せて内
容の充実を図っている。

季節の行事や文化的行事は利用
者の意見を尊重して計画を立て
ている。必要に応じて最低限の
自己負担が発生する場合もあ
る。

⑯

子どもの状況に応じて、個別
活動と集団活動を適宜組み合
わせて児童発達支援計画を作
成しているか。

〇

支援計画の項目には個別対応
と集団的活動を入れている。
よって、適宜、子どもの様子
で組み合わせている。

2年目になり、利用者も「て・
い・く」に慣れてきた。今後は
個別活動に重点を置く。

⑰

支援開始前には職員間で必ず
打合せをし、その日行われる
支援の内容や役割分担につい
て確認しているか。

〇
毎朝の職員ミーティングで活
動内容と個別の目標を共有し
ている。

ミーティング時間の確保が課題
である。
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⑱

支援終了後には、職員間で必
ず打合せをし、その日行われ
た支援の振り返りを行い､気
付いた点等を共有しているか

〇

時間がある場合は活動の振り
返りをしている。できなかっ
た場合は、職朝ミーティング
で行う。

短い時間を有効活用している
が、それでも時間が不足する場
合がある。

⑲

日々の支援に関して記録をと
ることを徹底し、支援の検
証・改善につなげているか

〇 記録は欠かさず付けている。
担当を決めず、各々に記録を取
りながら振り返り時に情報を共
有している。

⑳

定期的にモニタリングを行
い、児童発達支援計画の見直
しの必要性を判断している
か。

〇

必要に応じて、関係者の同席
を依頼したり、出かけて支援
計画を元に検証することもあ
る。

利用者に係る支援ネットワーク
をそれぞれに確立していく。

㉑

障害児相談支援事業所のサー
ビス担当者会議にその子ども
の状況に精通した最もふさわ
しい者が参画しているか。

〇
自発管だけでなく、必要に応
じて担当者が同席している。

必要に応じて、相談事業所に連
絡し臨時的に関係機関との連携
会議を依頼する。

㉒

母子保健や子ども・子育て支
援等の関係者や関係機関と連
携した支援を行っているか

〇

関係（区役所）機関が来所し
て情報を収集することもあ
る。また、状況に応じて情報
を提供する。

可能な限り、利用者に係る様々
な関係機関と連携を図ってい
く。

㉓

（医療的ケアが必要な子ども
や重症心身障害のある子ども
等を支援している場合）地域
の保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の関係機関と連携
した支援を行っているか。

該当者無し

㉔

（医療的ケアが必要な子ども
や重症心身障害のある子ども
等を支援している場合）子ど
もの主治医や協力医療機関等
と連絡体制を整えているか。

該当者無し

㉕

移行支援として、保育所や認
定こども園、幼稚園、特別支
援学校（幼稚部）等との間
で、支援内容等の情報共有と
相互理解を図っているか。

〇

必要に応じて、保護者の承諾
を得たうえで、支援計画を関
係機関にも提示し、連携会議
を開いて情報の共有に努めて
いる。

今後とも継続し、常に情報を共
有し、二者三者で連携した支援
体制を確立する。

㉖

移行支援として、小学校や特
別支援学校（小学部）との間
で、支援内容等の情報共有と
相互理解を図っているか

〇

現在、対象となる年中児はい
ないが、該当幼保育園の担当
者とは常に情報を共有してい
る。

移行支援に関して、保護者や相
談事業所からの依頼があれば開
く方向である。

㉗

他の児童発達支援センターや
児童発達支援事業所、発達障
害者支援センター等の専門機
関と連携し、助言や研修を受
けているか

〇

西区では定期的に発達支援
ネットワークを開催してい
る。毎回、職員で参加してい
る。また、熊本市主催のス
テップアップ研修等にも毎回
参加している。

他専門機関等の要請には常に応
じて指導助言を受ける体制であ
る。研修等には今後とも積極的
に参加する。

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携



㉘

保育所や認定こども園、幼稚
園等との交流や、障害のない
子どもと活動する機会がある
か

〇
事業所間の調整が難しく、現
在、その予定はない。

保護者や当該事業所からの依頼
があれば実施する。

㉙

（自立支援）協議会子ども部
会や地域の子ども・子育て会
議等へ積極的に参加している
か

〇

日程が調整出来たときに参加
している。
（にしまるネットワーク会
議）

案内があれば出席する。開催状
況等の情報が不足している。

㉚

日頃から子どもの状況を保護
者と伝え合い、子どもの発達
の状況や課題について共通理
解を持っているか。

〇

日々の連絡帳やメール等を活
用して、保護者からは利用者
の体調等を、事業所からは活
動の様子を随時知らせてい
る。

連絡帳の提示がなくても活動状
況やその日の様子は必ず伝え
る。

㉛

保護者の対応力の向上を図る
観点から、保護者に対して家
族支援プログラム（ペアレン
ト･トレーニング等）の支援
を行っているか

〇

定期的に講師を招聘して、
「りょういく懇談会」を開催
しているが、確立されたペア
レントトレーニングまでには
至っていない。

保護者に、療育の専門家を紹介
し、当事業所で個別面談を実施
している。

㉜

運営規程、利用者負担等につ
いて丁寧な説明を行っている
か

〇
契約時に資料を提示して説明
し、了承を得たうえで契約を
している。

説明資料を精査し、内容の理解
に努める。

㉝

児童発達支援ガイドラインの
「児童発達支援の提供すべき
支援」のねらい及び支援内容
と、これに基づき作成された
「児童発達支援計画」を示し
ながら支援内容の説明を行
い、保護者から児童発達支援
計画の同意を得ているか。

〇

契約時に当該事業のパンフ
レット及び関係機関に定期的
に配付する便り、ホームペー
ジ等を元に、ガイドラインの
趣旨に基づいた支援を提供す
ることを説明している。ま
た、支援計画のサンプルを示
し、幼保、小中学校等との連
携の資料としても承諾を得る
ようにしている。

当該事業所の特色として、今後
とも内容を充実させる。

㉞

定期的に、保護者からの子育
ての悩み等に対する相談に適
切に応じ、必要な助言と支援
を行っているか。

〇

㉛にあるように、当該事業所
において、「りょういく懇談
会」を実施している。また、
療育の専門家による個別面談
も実施している。

㉝と同様に当該事業所の特色と
して、今後とも内容を充実させ
る。

㉟

父母の会の活動を支援した
り、保護者会等を 開催する
等により、保護者同士の連携
を支援しているか。

〇

㉛にあるように、事業所内で
開催する「りょういく懇談
会」を持って、保護者同士の
連携の場としている。

当該事業所以外の保護者参加が
多い。アンケート等を取りなが
ら期日や内容を設定する。

㊱

子どもや保護者からの相談や
申入れについて、対応の体制
を整備するとともに、子ども
や保護者に周知し、相談や申
入れがあった場合に迅速かつ
適切に対応しているか

〇

保護者の依頼による関係機関
との連携会議には必ず出席
し、突発的な依頼にも迅速に
対応している。

個人情報保護の範囲内で事業所
内における活動の様子を提示す
る。

㊲

定期的に会報等を発行し、活
動概要や行事予定、連絡体制
等の情報を子どもや保護者に
対して発信しているか。

〇

「て・い・く」便りを月1回
発行、またHPでも知らせてい
る。配付先は、保護者、見学
者、幼保育園、小中学校、相
談支援事業所など。

月1回の配付を目指し、充実し
た内容にする。（開所当時から
9号）
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㊳
個人情報の取扱いに十分注意
しているか。

〇

活動の様子は画像及びビデオ
等で保護者、連携会議時の資
料として保護者同意のもと提
供している。契約時に個人情
報に関する同意書を交わして
いる。

ホームページを作成しているの
で、活動紹介等については今後
とも十分配慮する。

㊴

障害のある子どもや保護者と
の意思の疎通や情報伝達のた
めの配慮をしているか

〇

聴覚に障がいのある保護者に
はメールで情報を伝えてい
る。また、第一言語が手話で
ある利用者にも簡単な手話を
使ってコミュニケーションを
とっている。

緊急時の連絡等をリアルタイム
で行う場合は、携帯メールが欠
かせない。

㊵

事業所の行事に地域住民を招
待する等地域に開かれた事業
運営を図っているか。

〇

地域のコミュニティとなるこ
とを目指している。もちつき
会ではご近所にチラシを作っ
て案内した。4～5名の来所が
あった。

当該事業所の方針として、地域
の方々が参画できるような行事
を計画する。

㊶

緊急時対応マニュアル、防犯
マニュアル、感染症対応マ
ニュアル等を策定し、職員や
保護者に周知するとともに、
発生を想定した訓練を実施し
ているか。

〇

各マニュアルを作成している
が、保護者へは知らせていな
い。HPや便りをとおして周知
したい。訓練は火災訓練のみ
なので今後は、不審者対応訓
練も取り入れていきたい。

ホームページや便りをとおして
周知する。避難訓練は火災のみ
なので今後は、地震や不審者対
応も実施する。

㊷

非常災害の発生に備え、定期
的に避難、救出その他必要な
訓練を行っているか。

〇
火災避難訓練を実施してい
る。

これまで利用者数が少なかった
ので、定期的な訓練までには
至っていない。4月以降は学期
ごとに実施しる。

㊸
事前に、服薬や予防接種、て
んかん発作等のこどもの状況
を確認しているか。

〇

契約時に十分確認している。
また、感染症のまん延期には
職員はもとより、利用者の予
防接種状況及び事業所内の対
策等を保護者に知らせてい
る。（連絡帳他）

生命に関わることであり、今後
とも慎重を期して臨みたい。

㊹

食物アレルギーのある子ども
について、医師の指示書に基
づく対応がされているか。

食アレルギーに関しては、契
約時に保護者から情報を得て
いる。事業所として食事提供
はしていないが、おやつには
十分配慮している。医師の指
示書を必要とする利用者はい
ないが、あればそれに基づき
対応する。

保護者と今後とも食アレルギー
等につて個別に情報を共有して
いく。

㊺

ヒヤリハット事例集を作成し
て事業所内で共有している
か。

〇
事例集まで至っていないが、
報告書は作成している。

4月以降に他事業所等の例を参
考にして、事例集を作成する。

㊻

虐待を防止するため、職員の
研修機会を確保する等、適切
な対応をしているか

〇
職員の倫理綱領に謳ってい
る。定期的に読み合わせなど
をしている。

マスコミ等で話題になる度に
個々の職員に自覚を促してい
る。
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㊼

どのような場合にやむを得ず
身体拘束を行うかについて、
組織的に決定し、子どもや保
護者に事前に十分に説明し了
解を得た上で、児童発達支援
計画に記載しているか

〇
契約時に十分内容を説明し、
同意書を取っている。

同意書には当該事業所の責任者
と個々の利用者に担当を割り
振って自覚を促している。個別
支援計画には、事前の聞き取り
により、必要に応じて支援計画
に記載する。

非
常
時
の
対
応


